
 

厚木市神奈川県私立幼稚園教育研究県央地区大会補助金交付要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、幼児教育の研究及び教員研修の充実を図るため、厚木地区私立幼稚

園協会（以下「協会」という。）に対し、予算の範囲内において厚木市神奈川県私立

幼稚園教育研究県央地区大会補助金（以下「補助金」という。）を交付することにつ

いて、厚木市補助金等交付規則（昭和45年厚木市規則第５号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（対象事業） 

第２条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、協会が実施する神奈川

県私立幼稚園教育研究県央地区大会（以下「大会」という。）とする。 

（対象経費等） 

第３条 補助の対象とする経費は、大会の実施に係る経費（消費税及び地方消費税を除

く。）とし、補助金の額は、400,000円を限度とする。 

（交付申請） 

第４条 協会の代表者（以下「代表者」という。）は、補助金の交付を受けようとすると

きは、厚木市神奈川県私立幼稚園教育研究県央地区大会補助金交付申請書に次に掲げ

る書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 役員名簿 

(4) 大会の開催要領 

（交付決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査し、適当と認

めるときは、厚木市神奈川県私立幼稚園教育研究県央地区大会補助金交付決定通知書

により、代表者に通知するものとする。 

（概算払） 

第６条 市長は、前条の規定により決定した交付額を限度として、概算払の方法により補

助金を交付することができる。 

２ 前項の規定により補助金の交付を受けようとする代表者は、請求書により市長に請求

しなければならない。 

（変更の届出） 

第７条 代表者は、役員等に変更が生じたときは、速やかに文書によりその旨を市長に届

け出るものとする。 

（実績報告） 

第８条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、厚木市神奈川県私立幼稚園教育研究

県央地区大会補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければな

らない。 

(1) 事業報告書 

(2) 収支決算書 



 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき

補助金の額を確定する。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える

補助金を交付しているときは、期限を定めて、その超える額について返還することを代

表者に命ずるものとする。 

（補助金の返還） 

第10条 市長は、協会が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、補助

金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還さ

せることができる。 

（立入検査等） 

第11条 市長は、必要があると認めるときは、協会に対し、報告を求め、指導又は助言を

することができるほか、立入検査等を実施することができる。 

（書類の整備等） 

第12条 補助金の交付を受けた協会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿

を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び保管するものと

する。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業が完了した日の属する市の会計年

度の翌年度から５年間保存するものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成21年８月５日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和３年８月10日から施行する。 

 


